
交付金に関する不明点などは下記までお問合せください交付金に関する不明点などは下記までお問合せください

浜松市中小事業者等浜松市中小事業者等

簡単!
WEB申請

※窓口では受け付けておりません
※簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法でご郵送ください

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/butsuryu/kouhukin/denryokukouhukin.html

お申し込みはこちら

下記、浜松市ホームページより申請フォームにアクセスしてください

浜松市電力量料金高騰対策支援交付金事務局

〒430-0934 浜松市中央区千歳町70-1 ファンビルディング4階 浜松市電力量料金高騰対策支援交付金事務局あて

 TEL:0570-025-750【受付時間／平日８：３0～17：１５（土・日・祝日除く）】

電力量料金高騰対策
支援交付金

電力量料金高騰対策
支援交付金

電力量料金高騰対策
支援交付金

電力量料金高騰対策
支援交付金

必要書類を揃え、WEB又は郵送でお申し込みください
同一の法人又は個人について１回のみの申請とする（多数施設有→１回のみ申請とする）

申請書の郵送先

4月30日消印有効

申請受付期間

令和6年 ～2 26 (月) (火)まで4 30. .

申請方法

交付対象
次に掲げる　　又は　　のいずれかに該当する者。
申請前に必ず申請条件を以下HPからご覧ください。

浜松市内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し,特別高圧又は高圧
で受電する中小事業者又は個人事業主

小売電気事業者等と特別高圧又は高圧の電力需給契約を締結している事業者が管理する浜松市内
の工業団地又は商業施設等において、当該契約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に相当する
額の分担により使用する中小事業者等（テナント等）

１

１

2

2

連続する６ヶ月の電力使用量×
※ 令和5年7月使用分~12月使用分

１円 を交付します！

特別高圧または高圧で受電する浜松市内の中小事業者を応援します。特別高圧または高圧で受電する浜松市内の中小事業者を応援します。特別高圧または高圧で受電する浜松市内の中小事業者を応援します。
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浜松市中小事業者等 物価高騰対策支援交付金浜松市中小事業者等 電力量料金高騰対策支援交付金電力量料金高騰対策支援交付金電力量料金高騰対策支援交付金電力量料金高騰対策支援交付金
必要書類一覧

必要書類は浜松市ホームページからダウンロードしてください

浜松市電力量料金高騰対策支援交付金事務局

〒430-0934 浜松市中央区千歳町70-1 ファンビルディング4階 浜松市電力量料金高騰対策支援交付金事務局あて

 TEL:0570-025-750【受付時間／平日８：３0～17：１５（土・日・祝日除く）】

申請書の郵送先

交付金に関する不明点などは下記までお問合せください交付金に関する不明点などは下記までお問合せください

申請書
ダウンロード

申請フォームに直接入力

電力契約形態等を確認
するための書類

浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金申請書
兼請求書(第1号様式)
浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金の申請に
関する誓約書(第2号様式)

特別高圧・高圧電力利用施設一覧(第3号様式)

振込口座情報を
証明する書類

浜松市内に事業実態がある
ことが確認できる書類

市税に関する書類

※カタカナ口座名義、支店コード、口座番号、預金種別がわかるように添付すること

※第１弾で本交付金の交付決定及び確定を受けた方で、登記事項
　に変更のない場合は上記書類の提出は不要です。

特別高圧または高圧が確認できるもの

通帳の写し

以下の　  ~　  のうち、いずれかの書類を提出してください。

商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(3か月以内に発行されたもの)

直近の確定申告書の写し

特別徴収義務者指定通知書の写し
特別徴収未実施理由書(特別徴収を実施していない場合)
市長名義の市税徴収猶予承認通知書の写し
(市税の徴収猶予または換価の猶予を受けている場合)

法人の場合      

個人の場合      

青色申告の方

白色申告の方

青色申告決算書全4ページ
収支内訳書全2ページ 

１

１
2
3

3

お申し込みはこちら

その他
（郵送申請のみ必須 ） 提出書類チェックシート

次の6項目が確認できる書類
電力の契約者１

2
3
4
5

6

電力を使用している場所の住所(需要場所)
電力の使用月
契約の種別(供給電圧)
使用した電力の(kWh)
当該月の電力料金を支払ったことを証明することができるもの
(領収書または口座コピー)

郵送申請

WEB申請

※第１弾で本交付金の交付決定及び確定を受けた方は、
　上記書類の提出は不要です。


